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車両系建設機械のアタッチメントに貼る、１年以内に行う定期自主検査 

（特定自主検査）を実施したことを証するシールについて 

 

 

標記については、平成 24 年 12 月に取りまとめられた「解体用車両系建設機械の新たな安

全対策に係る検討会報告書」において、「解体用車両系建設機械は、アタッチメントを頻繁

に交換することから、本体（ベースマシン）への検査標章の貼り付けに加え、特定自主検査

を実施したことを証するもののアタッチメントへの貼り付けについて、何らかの工夫を検討

することが必要である。」と指摘されたことを受け、公益社団法人建設荷役車両安全技術協

会において検討され、開発された次図のものが例として掲げられること。 

 

 

図 アタッチメントに貼るシール 
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